
基本認識
県土
有限性

( 限られた資源)
基盤性

( 諸活動の基盤)
永続性

( 将来の資源)

基本理念
公共の福祉を優先

暮らしやすさを実感でき
る健康で文化的な生活
環境の確保

県土の均衡ある発展や
持続可能な県土づくり

○ 東京圏に隣接する有利な立地条件、地
域資源により、二地域居住を志向する人
々などによる交流人口が増加する見込み
○ 新たな高速交通時代が迫る中、交通基
盤の結節点となり、我が国の人流、物流
の拠点として発展していく可能性
○ 中心市街地などに都市機能を集約した
まちづくりを進めることへの要請
○ 地域経済の成長につながる基盤整備
への要請

○ 大規模地震や富士山噴火の発生が危
惧され、災害に強い安全な県土づくりへ
の要請
○ 農用地や森林の管理水準の低下が懸
念され、優良農用地の保全、森林の整備
等への要請

○ 長期的な視点に立って循環と共生を重
視した県土利用を基本とすることへの要請
○ 美しくゆとりある県土利用をさらに進めて
いくことへの要請

○ 県土利用について総合的な観点から
マネジメントを行うことの重要性

○ 産業の活力と交流を支える県土利用
⇒・高速交通網や地域内交通網の整備
・中心市街地の活性化、都市機能が集約した
暮らしやすい市街地の形成等
・新産業創出への支援、優良企業の誘致等
・都市的土地利用について土地の高度利用、
低未利用地の有効利用
・自然的土地利用について適正な保全と活用

○ 安全で暮らしやすい県土利用
⇒・災害に配慮した県土利用
・水系の総合的管理、森林や農用地の県土保
全機能等の向上
・ユニバーサルデザインの尊重
・高齢者等のニーズに配慮した生活環境の整備

○ 循環と共生を重視した県土利用
⇒・廃棄物の発生抑制、再使用、再生利用の３Ｒを
進めるなど循環型社会の構築
・自然のシステムにかなった循環と共生を重視し
た県土利用
・ゆとりある都市環境の形成、緑豊かな環境の確
保、個性ある景観の保全・形成など美しくゆとり
ある県土利用

◎ 県土利用の総合的マネジメント
・地域における土地利用にかかる合意形成
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県土利用をめぐる状況 基本的課題と県土利用の方向性

県土利用の基本方向
【地域類型別】
都 市：都市機能の集積、高度利用、低未利用地の有効利用、新たな土地需要に対する既存低未利用地の再利用優先、自然

的土地利用からの転換抑制、災害に強い都市構造の形成、環境への負荷の少ない都市形成 等
農 山 村：農用地・森林の確保、多様な主体による適切な管理、都市との機能分担や交流・連携、多様な担い手への農用地集積
自然維持地域 ：劣化した自然環境の再生を視野に入れた適正な保全、ふれあいや学びの場としての利用
【利用区分別】
農 用 地：生産力の確保と公益的役割の発揮 ･･･ 優良農用地の確保､生態系及び環境に配慮した生産活動
森 林：森林の恩恵の継承、公益的機能の向上･ 森林の整備と保全、貴重な森林生態系の維持
原 野：貴重な自然環境の保全 ･････････････ 生態系、景観に配慮した保全、地域の自然環境を形成する機能に配慮した適正

利用
水面･河川・水路： 安全性の確保、安定した水供給 ･････ 既存用地の持続的な利用、自然環境の保全・再生に配慮した改修・整備、生物

の生育環境や防災等多様な機能の維持
道 路：地域間の交流・連携の促進 ･････････ 県内交通ネットワークの確立、既存用地の持続的な利用、環境や景観保全への

配慮
住 宅 地：良好な居住環境の形成 ･････････････ 耐震・環境性能を含めた住宅ストックの質の向上、安全性の向上、高齢者等へ

の配慮
工業用地：地域経済の活性化 ･････････････････ 産業構造の変化・立地動向に対応、優良企業の誘致を図るための企業の意向

を把握した上での立地場所の選定
その他の宅地：経済のサービス化への対応 ･････････ 再開発等による土地利用の高度化、中心市街地の活性化、大規模集客施設の

適正な立地
そ の 他：多様化する需要への対応 ･･･････････ ユニバーサルデザインに配慮、耐災性の確保､空き店舗等の再生利用や街なか

立地への配慮、リニア中央新幹線を視野に入れた県土づくり

目標年次等 平成１７年（基準年次） 平成２９年（目標年次）
利用区分 農用地（農地、採草放牧地）、森林、原野、水面・河川・水路、道路、宅地（住宅地、工業用地、その他の宅地）、その他

（国中地域、富士・東部地域の２区分）

必要な措置の概要
① 公共の福祉の優先 各種規制措置、誘導措置等を通じた総合的対策の推進
② 国土利用計画法等の適切な運用 土地利用の計画的な調整を行い、秩序ある県土利用の確保
③ 産業の活力と交流の基盤となる地域整備施策の推進 交流・連携を促進し、県土の均衡ある発展を目指す
④ 県土の保全と安全性の確保 水系・農用地・森林の管理、防災対策に配慮した土地利用
⑤ 環境の保全と美しい県土の形成 環境負荷低減に向けた土地利用、廃棄物発生抑制、再使用、再生利用
⑥ 土地利用の転換の適正化 自然的土地利用転換の抑制､優良農用地の確保､自然環境の保全
⑦ 土地の有効利用の促進 既存ストックの有効活用や中心市街地における街なか居住の促進など
⑧ 県土の県民的経営の推進 様々な方法による県土の適切な管理への参画
県土に関する調査及び計画の進行管理
① 県土に関する調査の推進と成果の普及・啓発 県土に関する基礎的な調査の推進
② 指標の活用と進行管理 概ね５年後の計画の総合的な点検の実施
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県土利用の基本理念
( 国土利用計画法第２条の精神 )


